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　住みやすいまちづくりの推進に向けて、市民と
市長がひざを交えて話し合う地域懇談会を次の日
程で開催します。
▶聴覚が不自由な人へ
　会場に発言内容を要約し、スクリーンに文字を
　映し出す要約筆記および手話通訳を配置します。
▶新型コロナウイルス感染拡大防止対策
　来場の際は必ずマスクの着用をお願いします。
　会場内は３密を回避するため、事前に参加申込
　をお願いします。
※申し込みについては６月中旬の回覧板を確認し
　てください
▶問い合わせ先
　秘書人事課秘書広報班（☎内線 121）

地　区 日　時 会　場

杉　谷 ７月 20 日（月）19 時～ 杉谷公民館

三　会 ７月 21 日（火）19 時～ 三会農村環境改善
センター

有　明 ７月 22 日（水）19 時～ 有明総合文化会館

白　山 ７月 27 日（月）19 時～ 白山公民館

森　岳 ７月 28 日（火）19 時～ 森岳公民館

霊　丘 ７月 29 日（水）19 時～ 霊丘公民館

安　中 ７月 30 日（木）19 時～ 安中公民館

～より良いまちづくりのために～

市長を囲む地域懇談会

　７月は強調月間・再犯防止啓発月間です。すべての人が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生につ
いて理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪のない地域社会を築こうとする全国的な運動です。

第 70回社会を明るくする運動

10　社会を明るくする運動に関することをテーマと
した作文コンテストを行いますので、応募してく
ださい。
▶提出期限　9 月 10 日（木）まで
▶提出場所　保護司会事務局（市福祉センター内）

小・中学生の作文を募集
　７月の強調月間を中心に、犯罪や非
行のない安全・安心なまちづくりに賛
同の証として「黄色い羽根」を保護司
会事務局（市福祉センター）などで配
布します。

　社会のあらゆる分野において、性別にかかわらず、お互いの人権を尊重し責任を分かち合
いながら、多様な意見や視点が活かされる男女共同参画社会を実現するため、「第３次島原市
男女共同参画計画（令和２～６年度）」を策定しました。
　本計画書は、島原市役所、有明支所および各地区公民館に置いています。

「第３次島原市男女共同参画計画」を策定
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▶問い合わせ先　政策企画課（☎内線 141）

▶問い合わせ先　社会教育課（☎内線 650）


